
 

仕 様 書 
 

１ 件  名 草加市水道管路設計指針策定業務委託 
 
２ 履行期間 契約締結日から令和８年（２０２６年）１２月１８日まで 
 
３ 履行場所 草加市上下水道部指定場所 
 
４ 支払方法 業務完了一括払い 
 
５ 委託内容 草加市水道管路設計指針策定業務を行うこと。 
 
６ その他 

⑴ 業務上知り得た事項を漏らしてはならない。 
⑵ 草加市の環境マネジメントシステムに基づく取組に協力すること。 
⑶ 草加市政における公正な職務執行の確保に関する条例（平成１９年条例第１６

号）第６条及び草加市が締結する契約からの暴力団排除措置要綱（平成８年告

示第１５５号）第９条の規定に基づき、次の事項を遵守すること。 
① 受注者又は受注者の下請業者が不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為

による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、市長に

報告するとともに、所轄の警察署に通報すること。 
② 受注者は、市及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じる

こと。 
⑷ 業務の実施に当たっては、人権を尊重するとともに、業務に関わる者が人権に

配慮することができるよう努めること。 
⑸ 仕様に疑義が生じた場合は、担当課と協議すること。 
⑹ 履行期間中に、本案件に係る法令等の制定及び改廃があった場合は、仕様書等

の変更によることなく、その内容を遵守すること。 
 
７ 問合せ先 草加市上下水道部 水道工務課 計画係 

電話０４８（９２５）３１３３（直通） 
 

  



共通仕様書 

 
１ 目的 
  本業務委託は、本仕様書に基づいて、契約図書に示す水道管路を設計するための

基準となる水道管路設計指針の策定を行うことを目的とする。 

 

２ 適用範囲 

  本仕様書の適用は、次のとおりとする。 

⑴ 本仕様書は、草加市水道管路設計指針策定業務(以下「本業務」という。)につ

いて適用する。 

⑵ 受注者は、発注者の指示によるほか、本仕様書に基づいて、本業務を遂行する。 

また、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い実施するものとする。 

   特記仕様書に明示のないものは事前に発注者の承諾を得るものとする。 

  なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けるものと

する。 

 
３ 業務の遂行及び業務計画 

受注者は、他の事例等を参考に、立案、構成及び項目を選定し、速やかに方針を

定めた上で、監督員に承認を得なければならない。 

業務を実施するにあたり、発注者が選任する監督員と十分な打合せをし、必要に応

じ、また、双方の了解が得られるまで行うものとする。 

受注者は、前項の打合せに関する議事録を作成し、監督員の承認を得るとともに、

契約締結後、速やかに草加市土木設計業務等委託契約約款に定める書類を発注者に

提出し、その承認又は確認を受ける。 

 

４ 提出書類 

  提出書類については、次のとおりとする。 

⑴ 着手届、管理技術者届（経歴書を添付。）、照査技術者届（経歴書を添付。）、担当

技術者名簿（経歴書を添付。）及び委託業務工程表を契約締結後に速やかに提出す

るものとする。 

⑵ 委託業務完了報告書、委託業務完了検査願、納品書及び成果品引渡書を業務完了

後、成果品とともに履行期間内に提出するものとする。 

 

５ 譲渡等の禁止 

 受注者は、この契約によって得る権利又は業務を第三者に譲渡し、若しくは継承さ

せ、又は担保の目的に供してはならない。 



６ 秘密の保持 

⑴ 受注者及び本業務に関する従事者（従事していた者を含む。)は、本業務を処理

する上で知り得た秘密を漏えい又は盗用してはならない。 

⑵ 前項の規定は、本業務完了後又は契約を解除した後も同様とする。 

⑶ 受注者は、業務の成果品（業務の履行過程において得られた記録等も含む。)を

他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得

た場合は、この限りではない。 

 

７ 費用の負担 

  業務の実施及び検査等に伴う必要な費用は、本仕様書・特記仕様書に明記のないも

のであっても、原則として受注者の負担とする。 

 

８ 資料の貸与 

⑴ 発注者は、本業務に必要とする資料を貸与する。 

⑵ 発注者は、受注者からその業務に必要な資料及び物品等（以下を「貸与品等」

という。）の貸与の申し出があったときは、これを貸与する。 

⑶ 受注者は、貸与品等の引渡しを受けた時は発注者に借用又は受領書を提出し、

善良な管理者の注意をもって管理する。 

 

９ 履行報告 

 受注者は、履行状況報告を作成し、監督員に提出するものとする。提出方法等は

監督員の指示によるものとする。 

 

10 官公庁の等への手続き 

⑴ 受注者は、業務実施のため、関係官庁等その他に対し、諸手続が必要な場合は、

監督員と打合せの上、受注者において迅速に処理する。 

⑵ 受注者は、関係官庁等その他に対し、協議を要する時又は交渉を受けた時は、

延滞なくその旨を発注者へ報告し、その内容について、発注者の監督員と協議する。 

 

11 成果の作成 

受注者は、本仕様書に基づいた成果品を発注者に確認の上、原本１部、副本２部を

納品すること。なお、電子納品の形式及び仕様は、国土交通省が定める電子納品要領

（案）を標準とするが、これによりがたい場合は、発注者と協議すること。 

 



 

特記仕様書 
 

１ 業務目的 
本業務は、水道管路の設計・整備に関する技術的な基準や考え方を整理し、水道法

及び関係法令に基づく技術的基準を具体的に取りまとめることを目的とする。 
 
２ 計画 

受注者は、業務の目的、趣旨を理解した上で、本仕様書に示す業務内容を確認し、

業務計画書を作成し、速やかに発注者に提出する。 
 

３ 協議 
設計協議は、業務着手時・中間 3 回・成果品提出時に行うことを基本とする。 
作業着手前においては、発注者がイメージする基本方針、内容等の把握を行い、そ

の上で、設計指針策定の協議を行う。 
中間協議は、本業務を遂行中に発生する諸条件の処理に関して協議を行う。 
なお、中間協議は３回程度行うものとするが、そのほか協議内容により、電話、メ

ール等で対応できる場合はその都度協議するものとする。 
受注者は、発注者の監督員に対し、完了前に内容等の報告をする。 

 
４ 資料収集及び整理 

受注者は、本業務に伴い自ら関連する資料を収集するとともに、発注者が提供する

資料と合わせ整理を行う。 
協議した内容から類似する他の水道施設設計指針及び施工基準等関係資料等を参

考に設計の指針を構成し、監督員の了承を得るものとする。 
 
５ 遵守法令及び技術資料の整理 

受注者は、次に掲げる法令、技術資料等を遵守する。また、技術資料等から内容確

認を行い、関係資料の整理を行う。 
⑴ 水道法及び関係省令 
⑵ 発注者の条例、規則、水道事業管理規程 
⑶ 日本水道協会：「水道施設設計指針」、「水道施設耐震工法指針・解説」、「水道維

持管理指針」 
⑷ 日本水道鋼管協会：「水管橋設計基準」、「水道用ステンレス鋼管設計・施工指針」 
⑸ 日本道路協会：「道路橋示方書」、「道路土工」、「道路構造令の解説と運用」 
⑹ 配水用ポリエチレン管パイプシステム協会：水道配水用ポリエチレン管及び管継

手マニュアル 



 

⑺ 日本ダクタイル鉄管協会：「ダクタイル鉄管布設工事標準マニュアル」 
⑻ 水道事業実務必携 
⑼ その他技術資料等 
なお、業務委託期間中に法令あるいは技術資料が改正された場合は、最新のものを 

採用する。 
 
６ 設計根拠の整理及び検討 

受注者は、水道管路の設計根拠に係る下記の項目について、本市の特性を踏まえた

整理及び検討を行い、指針案に反映する。 
また、根拠となる資料（手引きや基準）等について整理する。 

⑴ 水道管路の口径（ダウンサイジング等を考慮）の選定 
⑵ 水道管路の耐震化対策（地盤状況、埋め戻し材、液状化対策等を考慮）の選定 
⑶ 水道管路の埋設断面（掘削・埋め戻し等）の選定 
⑷ 水道管路の基礎構造（耐震・地盤状況 N 値、砂質土、粘性土等を考慮）の選定 
⑸ 水道管路資材（口径を考慮、同断面に基づく選定比較等）の選定 
⑹ 仮設土留材（アルミ矢板と軽量鋼矢板との選定比較等）の選定 
⑺ 人力施工や機械施工等（掘削・埋め戻し・舗装等を考慮）の選定基準 
⑻ 水道事業実務必携に基づく管材費（資材・使用箇所）の算定基準 
⑼ その他必要となる設計根拠を検討 

 
7 設計指針の作成 

受注者は、『6 設計根拠の整理及び検討』の結果を基に指針案を作成する。 
既存の標準的な図面や仕様、並びに一般的な仕様を含め、他の水道事業体と整合性

を図るなど、本市の標準的な設計、材料、施工方法等に関する技術的な指針を集約、

明確化し、設計内容の統一を図った指針とする。 
設計指針の項目については、次に示す内容を標準とする。なお、内容には解説、一

覧表、詳細図、フロー図及び設計基準等を含めたものとし、詳細は発注者と協議の上、

決定する。 
 また、設計指針を基に要約したものを民間の開発事業者向けの手引書として作成す

る。 
⑴ 総論 

総則、水道施設の用語の定義、関連法令と技術基準等、設計の手順、設計におけ

る基本事項 
⑵ 計画路線の選定と調査 

総則、予備調査、関係機関各種手続き（各管理者との協議先）、路線選定、設計

図面の選定・測量、埋設位置及び深さ等 



 

⑶ 管路の設計 
総則、管径及び管種等の選定、ダウンサイジングする場合の管径・管種の決定、

管の仕様、異形管防護計算、管路のひねり計算、耐震管路の設計例、水道施設の

耐震化に伴う基準（設計根拠、液状化による浮体力の検討、一体化長の定義、耐

震管の検討など）、開削工法（掘削・埋め戻し等）、推進工法等（各工法） 
⑷ 連絡管工事等の留意事項 

新設管と既設管との接合に関する留意事項、不断水工（各工法）、仮配管及び切

回し工事、不要管撤去工事、分水替え（給水管取り直し）工事 
⑸ 管路の付属設備 

制水弁及び制水弁室、空気弁及び空気弁室、消火栓、減圧弁、排水設備等 
⑹ 外面腐食防止等 

電気防食、溶剤等の浸透防止、ポリエチレンの被覆など 
⑺ 伸縮可とう管 

伸縮可とう管の使用目的・場所、伸縮可とう管使用上の留意点 
⑻ 施工管理 

管路基礎、品質管理（水圧・水質）、施工方法の留意事項、その他管表示、埋設

シート等 
⑼ 土工、仮設及び路面復旧 

土工、土留め工、路面復旧、水替工 
⑽ 特殊配管 

河底横断及び河川区域内配管、軌道横断（道路横断）、水管橋及び橋梁添架管、

推進工法等 
⑾ 設計根拠の確認と照査 

設計根拠の確認 
⑿ 設計図面・竣工図面作成 

設計図面の作成基準、竣工図面、仕切弁台帳等の作成基準 
⒀ その他 

環境、廃棄物の処理、公害対策関係 
⒁ 施工方法に関する留意事項 

施工方法の検討、交通誘導員の配置等の一般的基準 
 

８ 照査 

照査技術者は、作成された指針案が法令や技術資料等を遵守しているか照査を行

い、管理技術者に照査報告書を提出する。 
なお、管理及び照査技術者は、同一業務内で兼務することはできないものとする。

ただし、他の異なる案件の技術者を兼務する場合は、この限りではない。 



 

 
９ 技術者の資格 

⑴ 管理技術者は、水道施設工事に係る設計を完了した実績を持つものとする。 
⑵ 管理技術者及び照査技術者には技術士（総合技術監理部門：上下水道一般・上

水道及び工業用水道）、技術士（上下水道部門：上水道及び工業用水道）又はシビ

ルコンサルティングマネージャー（ＲＣＣＭ：上下水道部門）の資格を有する者

を配置するものとする。 
⑶ 配置技術者の資格要件は、技術士登録等証明書により資格を証明する書類を提

出すること。 
⑷ 配置技術者は、受注者と３か月以上の雇用関係を証明する保険証等の写しを発

注者に提出すること。 
⑸ 受注者の実績要件は、契約書の写し、又はテクリス（業務実績）により証明す

ること。 
 
10 成果品の作成 

⑴ 本業務における成果品は、次のとおりとする。 
① 設計指針に関する電子データ １式 
② 印刷製本（製本・副本）  ２部 
③ 開発行為における施工の手引書 １部 

※指針を基に開発事業者用に要約した手引書  
⑵ 設計指針に関する電子データは、発注者が管理可能（文字の変更、印刷等編集

が可能な形式）なものとする。 
⑶ 電子データの形式等は、双方協議し、別に定める。 
⑷ 本業務で得た全ての成果品は、発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく、

複製、貸与、流用並びに廃棄してはならない。 

 

11 完了の検査 

⑴ 本業務の完了後、成果品を発注者に提出し、その検査を受ける。 

⑵ 成果品の指摘事項等が生じた場合は速やかに修正し、受注者の責務として解決

する。 


